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群馬県国民健康保険団体連合会

後 期 高 齢 者 医 療 制 度 施 行 に 伴 う
診 療 報 酬 等 請 求 事 務 に つ い て

　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）に基づく後期高齢者医療制度が平成２０年
４月１日から施行され、後期高齢者医療に係る診療報酬等の審査支払業務を群馬県後期高齢者医療広域連合
から本会が委託されました。
　つきましては、関係機関と調整した結果、後期高齢者医療の診療報酬等請求事務は下記のとおりとなりま
したので、御理解、御協力をお願いいたします。
　なお、下記以外の取扱いにつきましては、省令のとおりです。
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Ⅰ　様式及び記載方法について
　１　後期高齢者医療診療報酬等請求総括表
　（１）様式（１３ページ参照）
　　　　新様式となります。後期高齢者医療制度に係る請求について使用してください。
　　　※　現行の「国保診療報酬・老人保健請求総括表」と様式が異なりますので、兼用はできません。
　　　※　本会で印刷し配布します。

　（２）記載方法
　　　ア　請求先広域連合の所在都道府県単位に記載してください。
　　　　　なお、請求先都道府県が複数ある場合は本県分を先頭に記載してください。
　　　イ　割合ごとに入院・入院外の件数、点数を記載してください。
　　　ウ　在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定した明細書については、補記欄に「在」
　　　　と記載し、その他の明細書請求分と分けて記載してください。

　　記載例

　　※　歯科、調剤及び訪問についても同様に記載してください。
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　２　後期高齢者医療診療報酬等請求書
　（１）医科
　　　ア　様式（１４ページ参照）
　　　　　新様式（色調は国保等と同じ「クリーム色」）となります。後期高齢者医療制度に係る請求に
　　　　ついて使用してください。
　　　　※　現行の「診療報酬等請求書（国保・退職・老人）」と様式が異なりますので、兼用はできません。
　　　　※　請求書の版下は、本会で用意します。

　　　イ　記載方法等
　　　（ア）請求先都道府県後期高齢者医療広域連合ごとに請求書を作成してください。
　　　　　　なお、請求先保険者名は広域連合所在都道府県名を記載し、保険者番号欄は法別番号「３９」
　　　　　と県番２桁（別表１参照）を記載してください。
　　　　　※　広域連合の構成市町村単位に保険者番号が設定されていますが、保険者番号ごとに請求書
　　　　　　を作成する必要はありません。
　　　（イ）在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定した明細書については、保険者番
　　　　　号欄の左余白に朱書きで「在」と記載し、別に請求書を作成してください。
　　　（ウ）給付割合、入院・入院外ごとに件数、点数等を記載してください。
　　　（エ）公費負担医療の欄について、各法別ごとに件数等を再掲してください。 

　　記載例
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　（２）歯科
　　　ア　様式（１５ページ参照）
　　　　　新様式（色調は国保等と同じ「クリーム色」）となります。後期高齢者医療制度に係る請求につ
　　　　いて使用してください。
　　　　※　現行の「診療報酬等請求書（国保・退職・老人）」と様式が異なりますので、兼用はできません。
　　　　※　請求書の版下は、本会で用意します。

　　　イ　記載方法等
　　　（ア）請求先都道府県後期高齢者医療広域連合ごとに請求書を作成してください。
　　　　　　なお、請求先保険者名は広域連合所在都道府県名を記載し、保険者番号欄は法別番号「３９」
　　　　　と県番２桁（別表１参照）を記載してください。
　　　　　※　広域連合の構成市町村単位に保険者番号が設定されていますが、保険者番号ごとに請求書を
　　　　　　作成する必要はありません。
　　　（イ）給付割合、入院・入院外ごとに件数、点数等を記載してください。
　　　（ウ）公費負担医療の欄について、各法別ごとに件数等を再掲してください。

　　記載例
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　（３）調剤
　　　ア　様式（１６ページ参照）
　　　　　新様式（色調は国保等と同じ「クリーム色」）となります。後期高齢者医療制度に係る請求につ
　　　　いて使用してください。
　　　　※　現行の「診療報酬等請求書（国保・退職・老人）」と様式が異なりますので、兼用はできません。
　　　　※　請求書の版下は、本会で用意します。

　　　イ　記載方法等
　　　（ア）請求先都道府県後期高齢者医療広域連合ごとに請求書を作成してください。
　　　　　　なお、請求先保険者名は広域連合所在都道府県名を記載し、保険者番号欄は法別番号「３９」
　　　　　と県番２桁（別表１参照）を記載してください。
　　　　　※　広域連合の構成市町村単位に保険者番号が設定されていますが、保険者番号ごとに請求書を
　　　　　　作成する必要はありません。
　　　（イ）給付割合ごとに件数、点数等を記載してください。
　　　（ウ）公費負担医療の欄について、各法別ごとに件数等を再掲してください。

　　記載例
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　（４）訪問看護
　　　ア　様式（１７ページ参照）
　　　　　新様式（色調は国保等と同じ「クリーム色」）となります。後期高齢者医療制度に係る請求につ
　　　　いて使用してください。
　　　　※　現行の「診療報酬等請求書（国保・退職・老人）」と様式が異なりますので、兼用はできません。
　　　　※　請求書の版下は、本会で用意します。

　　　イ　記載方法等
　　　（ア）請求先都道府県後期高齢者医療広域連合ごとに請求書を作成してください。
　　　　　　なお、請求先保険者名は広域連合所在都道府県名を記載し、保険者番号欄は法別番号「３９」
　　　　　と県番２桁（別表１参照）を記載してください。
　　　　　※　広域連合の構成市町村単位に保険者番号が設定されていますが、保険者番号ごとに請求書を
　　　　　　作成する必要はありません。
　　　（イ）給付割合ごとに件数、点数等を記載してください。
　　　（ウ）公費負担医療の欄について、各法別ごとに件数等を再掲してください。

　　記載例
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Ⅱ　福祉医療費の請求方法について
　１　請求方法
　　　後期高齢者医療制度に加入する福祉医療費受給者については、市町村ごとに新たに設定した「公費負
　　担者番号」を記載した福祉医療費受給資格者証が再発行されます。公費負担者番号が設定されたことに
　　伴い、福祉医療費は「併用明細書」による請求となります。
　　　また、後期高齢者医療特定疾病療養（以下「マル長」という。）及び公費負担医療（以下「一般公費」
　　という。）と併用する場合も併用明細書による請求となりますが、福祉医療における給付が生じない場合、
　　福祉医療に係る記載は不要です。
  　　なお、福祉医療費【連記式】明細書による請求はありません。特殊なケースが発生した場合の請求に
　　ついては、その都度、本会にご照会ください。

　　※　旧受給資格者証での請求は、公費負担者番号未対応のため、本会の請求支払システム（全国標準）
　　　及び群馬県後期高齢者広域連合の電算処理システム（全国標準）において費用算定ができませんの
　　　で、返戻いたします。

　２　後期高齢者医療診療報酬等明細書
　（１）記載方法
　　　ア　明細書の「公費負担者番号①及び②」及び「公費負担医療の受給者番号①及び②」欄
　　　（ア）一般公費と福祉医療とを併用する場合の記載方法
　　　　　　一般公費について、公費負担者番号①及び公費負担医療の受給者番号①欄に記載してください。
　　　　　　福祉医療について、公費負担者番号②及び公費負担医療の受給者番号②欄に福祉医療費受給資
　　　　　格者証に記載されている「公費負担者番号」８桁（別表２参照）及び「受給資格者番号」７桁を
　　　　　記載してください。

　　　　※　後期高齢者医療制度以外の国保等に係る記載方法は、変更ありませんので、従前のとおり記載
　　　　　をお願いいたします。
　　　　　
　　　（イ）２種の一般公費と福祉医療が併用する場合の記載方法　　　
　　　　　　一般公費について、公費負担者番号①、②及び公費負担医療の受給者番号①、②欄に記載し、
　　　　　福祉医療に係る公費負担者番号及び受給者番号等を明細書摘要欄右下に記載してください。

　　　イ　明細書の「特記事項」欄
　　　　　福祉医療に係る公費負担者番号の設定に伴い『８０福祉』または『８０』の記載は不要になります。

　　　　※　後期高齢者医療制度以外の国保等に係る記載方法は、変更ありませんので、従前のとおり記載
　　　　　をお願いいたします。
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　　ウ　明細書の「療養の給付」欄
　　（ア）医科９割入院の場合
　　　　　① 福祉医療併用の記載について

　　　　記載例１：保険請求点数と福祉請求点数が同じ場合

　　　※ 「保険」の請求点数と「公費①」の請求点数が同じ場合は、「公費①」に係る記載を省略しても
　　　　差し支えありません。

　　　　記載例２：保険請求点数と福祉請求点数が異なる場合

　　　※　月途中の福祉認定等で保険と福祉の点数が異なる場合の窓口徴収額については、負担金額を点数
　　　　按分により計算します。
　　　　　記載例２のケースでの窓口徴収額等は、以下のとおりになります。

　　　　　　　　　　　　× 44,400円（負担金額）＝22,200 円（福祉負担額）

　　　　44,400 円（負担金額）－ 22,200 円（福祉負担額）＝ 22,200 円（窓口徴収額）

　　　※　月途中の福祉認定等の場合における食事療養について、福祉医療費支給対象となる金額等を記載
　　　　してください。
　　　　　なお、生活療養費は福祉医療費の対象になりませんので記載については、９頁のエ明細書の「食
　　　　事・生活療養」を参照してください。

　　　　記載例３：マル長で保険請求点数と福祉請求点数が同じ場合

　　　※　負担金額等を福祉で負担します。
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減額割（円）免除・支払猶予

点 点 円 円 円 円

点 点 円 円

回
60,000 　 44,400 61,800 　 51,00090
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減額割（円）免除・支払猶予

点 点 円 円 円 円

点 点 円 円

回
60,000 　 10,000 61,800 　 51,00090

60,000 　 　 61,800 　 51,00090

　 　 　 　 　 　　

回

回 円 円

30,000点（福祉）
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請　　求　　点 ※　決　　定　　点 負担金額　　円 請　　求　　円 ※　決　　定　　円 （標準負担額）　　円

減額割（円）免除・支払猶予

点 点 円 円 円 円

点 点 円  円

回
60,000 　 44,400 61,800 　 51,00090

60,000 　 　 61,800 　 51,00090

　 　 　 　 　 　　

回

回 円 円
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　　　②　一般公費と福祉医療との併用記載について
　　　　　一般公費と福祉医療とを併用する場合、一般公費の請求内容により福祉医療費の請求方法が異な
　　　　ります。

　　　　記載例１：一般公費と福祉医療を併用する場合
　　　　　　　　　（保険請求点数と一般公費請求点数が異なる場合）

　　　※　保険請求と公費請求が異なる請求点数等の場合は、公費対象外の請求点数等を福祉請求として記載
　　　　してください。

　　　　記載例２：一般公費と福祉医療を併用する場合
　　　　　　　　　　（保険請求点数と一般公費請求点数が同じ場合）

　　　※　公費の患者負担額を福祉が給付しますので、保険請求と公費請求が同じ請求点数の場合は、同点
　　　　数を福祉請求として記載してください。
　　　　　なお、食事療養について、福祉医療の負担が発生しない場合の回数等は、「０」と記載してくだ
　　　　さい。

　　　　記載例３：マル長で一般公費と福祉医療を併用する場合
　　　　　　　　　　（保険請求点数と一般公費請求点数が同じ場合）

　　　※　公費の患者負担額を福祉が給付しますので、保険請求と公費請求が同じ請求点数の場合は、同点
　　　　数を福祉請求として記載してください。
　　　　　なお、食事療養について、福祉医療の負担が発生しない場合の回数等は、「０」と記載してくだ
　　　　さい。

＊　公費①: 一般公費　　 公費②：福祉
療
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請　　求　　点 ※　決　　定　　点 負担金額　　円 請　　求　　円 ※　決　　定　　円 （標準負担額）　　円

減額割（円）免除・支払猶予

点 点 円 円 円 円

点 点 円 円

回
60,000 　 61,800 　 51,00090

60,000 　 5,000 61,800 　 51,00090

　60,000 　 　 0 　 00

回

回 円 円

44,400
（44,400）
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請　　求　　点 ※　決　　定　　点 負担金額　　円 請　　求　　円 ※　決　　定　　円 （標準負担額）　　円

減額割（円）免除・支払猶予

点 点 円 円 円 円

点 点 円 円

回
60,000 　 61,800 　 51,00090

60,000 　 5,000 61,800 　 51,00090

　60,000 　 　 0 　 00

回

回 円 円

10,000
（10,000）
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請　　求　　点 ※　決　　定　　点 負担金額　　円 請　　求　　円 ※　決　　定　　円 （標準負担額）　　円

減額割（円）免除・支払猶予

点 点 円 円 円 円

点 点 円 円

回
60,000 　 49,400

（10,000） 61,800 　 51,00090

10,000 　 5,000 10,300 　 8,50015

　50,000 　 　 　51,500 　 　42,50075

回

回 円 円
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　　　　記載例４：マル長で一般公費と福祉医療を併用する場合
　　　　　　　　　　（保険請求点数と一般公費請求点数が異なる場合）

　　　　※　保険請求と公費請求が異なる請求点数等の場合は、公費対象外の請求点数等を福祉請求として
　　　　　記載してください。

　　（イ）医科９割入院外の場合
　　　　　（ア）医科９割入院の場合と同様の取扱いとなります。

　　（ウ）医科７割入院及び入院外の場合
　　　　　（ア）医科９割入院の場合と同様の取扱いとなります。

　　（エ）歯科、調剤、訪問９割及び７割の場合
　　　　　請求点数の記載については、（ア）医科９割入院の場合と同様の取扱いとなります。

　　エ　明細書の「食事・生活療養」欄
　　　　生活療養標準負担額は福祉医療費の対象となりませんので「食事・生活療養の公費」欄の記載は省
　　　略せず「回数」、「請求」及び「（標準負担額）」欄に『０』と記載してください。
　　　　ただし、月の途中で療養病床から一般病床等に移った場合は、一般病床等における入院時食事療養
　　　に係る「食事療養標準負担額」のみが福祉医療の対象となりますが、対象となる食事療養標準負担額
　　　のほか、食事療養の回数及び請求（食事療養に係る金額）を記載してください。

　　　　記載例１：生活療養標準負担額のみの場合

　　　　記載例２：生活療養標準負担額と食事療養標準負担額が混在する場合

＊　公費①: 福祉

食
事
・
生
活
療
養

保　

険

公
費
②

公
費
①

請　　求　　円 ※　決　　定　　円 （標準負担額）　　円

円 ※　　　　　　　円 円

円

回
61,800 　 51,00090

0 　 00

　 　 　　

回

回 ※　　　　　　　円 円

＊　公費①: 福祉

食
事
・
生
活
療
養

保　

険

公
費
②

公
費
①

請　　求　　円 ※　決　　定　　円 （標準負担額）　　円

円 ※　　　　　　　円 円

円

回
59,700 　 37,20090

28,800 　 11,70045

　 　 　　

回

回 ※　　　　　　　円 円

＊　公費①: 一般公費　　 公費②：福祉
療

養

の

給

付

保　

険

公
費
②

公
費
①

食
事
・
生
活
療
養

保　

険

公
費
②

公
費
①

請　　求　　点 ※　決　　定　　点 負担金額　　円 請　　求　　円 ※　決　　定　　円 （標準負担額）　　円

減額割（円）免除・支払猶予

点 点 円 円 円 円

点 点 円 円

回
60,000 　 61,800 　 51,00090

10,000 　 5,000  0 　 00

50,000 　 　 61,800 　 51,00090

回

回 円 円

10,000
（10,000）
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Ⅲ　編綴方法について
　　後期高齢者医療に係る明細書等について、区分ごとに公費併用明細書、福祉併用明細書、単独明細書の
　順にし、県内請求分と他県請求分とを下図のように、まとめて編綴してください。

国保一般・退職・老人総括表（県内）

国保一般・退職・老人請求書（県内）

国保一般・退職・老人明細書（県内）

国保一般・退職・老人総括表（県外）

国保一般・退職・老人請求書（県外）

国保一般・退職・老人明細書（県外）

連記式総括表

国保等の編綴について
は、従前どおりです。

県内請求分を先頭に

編綴してください。

以下、請求県ごとに

県内請求分と同様に

編綴してください。

連記式請求書

連記式明細書

後期高齢総括表

後期高齢請求書（県外Ａ県）

後期高齢明細書（県外Ａ県）

後期高齢請求書（県外Ｂ県）

後期高齢明細書（県外Ｂ県）

後期高齢請求書（群馬県）

（入院）　公費併用

福祉併用

単独

（入院外）公費併用

福祉併用

単独

（9割と同様の編綴順）

9割

〃

〃

〃

〃

〃

7割

後期高齢明細書（群馬県）

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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Ⅳ　その他
　１　平成２０年３月診療分以前の月遅れ老人保健分請求について
　　　従前どおりの請求方法となります。老人保健用の診療報酬等請求書を添付し、国保等請求分と合わせ
　　て請求してください。

　２　診療報酬等明細書に係る資格確認について
　　　後期高齢者医療に係る被保険者の資格確認につきましては、群馬県後期高齢者広域連合から業務委託
　　され、本会で行うことになりました。本会では、診療報酬等明細書と群馬県後期高齢者医療広域連合か
　　ら提供される被保険者台帳との資格チェックを行い、被保険者資格なし等の資格エラーが発生した場合
　　は、他の事務返戻と同様に医療機関等に返戻いたします。

　３　本会ホームページへの掲載について
　　　今回の号外及び様式例について、下記の本会ホームページに掲載いたします。
　　※ ホームページアドレス
　　『ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｎｍａｋｏｋｕｈｏ．ｏｒ．ｊｐ』

　「別表１」
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　「別表２」
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